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１ 要旨

・県は、原油・原材料価格の高騰により一時的に業況が悪化した中小企業者を支援する

ため、令和３年 12 月 15 日から、県制度融資「経済変動対策貸付」の融資要件を緩和

し、緊急的な資金繰り支援を行っている。

・一方、国は、原油価格や物価の高騰に対応するため、４月末までに「原油価格・物価

高騰等総合緊急対策」を策定することとしており、県はそれまでの間の資金繰りを支

援するため、現行の要件緩和を１か月延長する。

２ 制度概要

資金名 経済変動対策貸付

融資要件の

緩和

①最近３か月（→最近１か月）の売上高に占める原油・原材料の仕

入価格の割合が前年同期を上回る かつ

②最近３か月（→最近１か月）の粗利益が前年同期比△５％以上

保証制度 ＳＮ５号保証、普通保証

資金使途 運転、設備

融資限度額 ５,０００万円

融資期間 １０年以内

据置期間 設備３年以内、運転２年以内

保証料率 事業者負担 ０.２８％～１.２０％

融資利率 １.６０％（事業者負担）

利子補給率 ０.４７％（県負担）

取扱期間
令和３年１２月１５日から令和４年３月３１日

→令和４年４月３０日まで延長

融資枠 既存の融資枠１００億円で対応


